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平成16年 8月24日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1600号

告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
六
七
七
・
湯
沢
保
健
所
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
県
立
自
然
公
園
の
指
定
（
六
七
八
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
県
立
自
然
公
園
の
指
定
の
一
部
改
正
（
六
七
九
、
六
八
〇
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
等
の
指
定
（
六
八
一
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
の
指
定
等
（
六
八
二
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
の
指
定
の
一
部
改
正
（
六
八
三
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
４

◯
県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
等
の
指
定
の
一
部
改
正
（
六
八
四
・
自
然
保
護
課
）
…
…
４

◯
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
内
に
お
い
て
車
馬
又
は
動
力
船
の
使
用
等
を
規
制
す
る
区
域
の

指
定
（
六
八
五
・
自
然
保
護
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
六
八
六
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
六
八
七
・
道
路
環
境
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

◯
平
成
十
六
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施
（
六
八
八
・
河
川
課
）
…
…
…
…
…
…
…
６

秋
田
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
秋
田
白
神
県
立
自
然
公
園
を
指
定
し
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

名
　
　
　
称

サ
ン
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

湯
沢
市
表
町
三
丁
目
二
番
一
号

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
八
月
一
日

名
　
　
　
称

サ
ン
薬
局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

湯
沢
市
表
町
三
丁
目
二
番
一
号

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
八
月
一
日

位
　
　
置

山
本
郡
八
森
町

山
本
郡
藤
里
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代

西
部
森
林
管
理
署
一
六
四
林
班
か
ら
一
七
三
林

班
ま
で
の
全
部

（二）

字
橋
掛
の
全
部

（三）

字
雨
降
場
、
字
上
三
十
釜
、
字
上
山
内
、
字

鍬
台
道
、
字
三
十
釜
、
字
真
瀬
沢
及
び
字
本
沢

の
各
一
部

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代

西
部
森
林
管
理
署
一
〇
〇
九
林
班
、
一
〇
一
二

林
班
、
一
〇
三
八
林
班
、
一
一
四
二
林
班
か
ら

一
一
四
四
林
班
ま
で
及
び
一
一
七
四
林
班
の
全

部
並
び
に
一
〇
一
〇
林
班
、
一
〇
一
三
林
班
、

一
〇
二
〇
林
班
か
ら
一
〇
二
三
林
班
ま
で
、
一

〇
二
六
林
班
、
一
〇
二
九
林
班
、
一
〇
三
〇
林

班
、
一
〇
三
三
林
班
か
ら
一
〇
三
七
林
班
ま
で
、

一
一
三
一
林
班
か
ら
一
一
四
一
林
班
ま
で
、
一

一
四
六
林
班
、
一
一
四
七
林
班
及
び
一
一
六
五

林
班
の
各
一
部

（二）

粕
毛
字
西
鹿
瀬
内
及
び
藤
琴
字
下
湯
の
沢
の

全
部

（三）

粕
毛
字
岩
合
、
字
北
鹿
瀬
内
、
字
東
鹿
瀬
内

及
び
字
南
鹿
瀬
内
並
び
に
藤
琴
字
大
落
、
字
上

坊
中
、
字
上
湯
の
沢
、
字
里
栗
、
字
早
飛
沢
、

字
滝
の
沢
、
字
突
山
下
及
び
字
藤
琴
沢
の
各
一

面
　
　
　
積

三
、
二
一
〇
ヘ
ク
タ

ー
ル

二
、
三
二
五
ヘ
ク
タ

ー
ル
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関
係
区
域
図
は
、
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
、
山
本
郡
八
森
町
役
場
、
山
本
郡
藤
里

町
役
場
及
び
山
本
郡
峰
浜
村
役
場
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

き
み
ま
ち
坂
藤
里
峡
県
立
自
然
公
園
の
指
定
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
き
み
ま
ち
坂
藤
里
峡
県
立
自
然
公
園
」
を

「
き
み
ま
ち
阪
県
立
自
然
公
園
」
に
改
め
る
。

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
並
び
に
」
を
「
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
」

に
改
め
、
「
及
び
藤
里
町
役
場
」
を
削
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
号

八
森
岩
館
県
立
自
然
公
園
の
指
定
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
生
活
環
境
部
自
然
保
護
課
」
を
「
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
」
に
、
「
縦
覧
」
を
「

、

２

山
本
郡
峰
浜
村

林
班

各
一
部

（二）

粕
毛
字
西
鹿
瀬
内
及
び
藤
琴
字
下
湯
の
沢
の

全
部

（三）

粕
毛
字
岩
合
、
字
北
鹿
瀬
内
、
字
東
鹿
瀬
内

及
び
字
南
鹿
瀬
内
並
び
に
藤
琴
字
大
落
、
字
上

坊
中
、
字
上
湯
の
沢
、
字
里
栗
、
字
早
飛
沢
、

字
滝
の
沢
、
字
突
山
下
及
び
字
藤
琴
沢
の
各
一

部
水
沢
字
水
沢
山
の
一
部

計

七
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

六
、
二
七
五
ヘ
ク
タ

ー
ル

位
　
　
置

山
本
郡
二
ツ
井

町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代

西
部
森
林
管
理
署
一
二
〇
一
林
班
及
び
一
二
〇

二
林
班
の
全
部

（二）

大
字
加
護
山
字
加
護
山
、
大
字
小
繋
字
川
向
、

字
中
島
及
び
字
湯
ノ
沢
並
び
に
大
字
荷
上
場
字

市
立
、
字
五
輪
台
、
字
立
石
及
び
字
知
行
岩
の

全
部

（三）

大
字
小
繋
字
泉
、
字
恋
ノ
沢
及
び
字
天
神
道

上
並
び
に
大
字
荷
上
場
字
沢
口
、
字
下
中
島
、

字
高
岩
川
原
、
字
町
尻
及
び
字
柳
生
の
各
一
部

面
　
　
　
積

五
九
九
ヘ
ク
タ
ー
ル

位
　
　
置

山
本
郡
八
森
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

字
粟
坂
台
、
字
大
嶽
平
、
字
大
間
、
字
雄
嶋
、

字
乙
の
水
、
字
面
の
沢
、
字
頭
無
、
字
上
滝
の

沢
、
字
倉
の
沢
、
字
小
母
爺
沢
、
字
蔦
の
沢
、

字
廿
日
長
根
及
び
字
母
爺
山
の
全
部

（二）

字
家
の
上
、
字
伊
勢
鉢
台
、
字
岩
館
、
字
岩

館
塚
の
台
、
字
岩
館
向
台
、
字
鶯
長
根
、
字
門

の
沢
、
字
鹿
の
浦
、
字
釜
の
上
、
字
上
頭
無
、

字
上
嘉
治
助
台
、
字
木
戸
の
沢
、
字
キ
ハ
タ
マ
、

字
小
入
川
家
の
上
、
字
鴻
の
台
、
字
御
所
の
台
、

字
山
内
、
字
山
内
台
、
字
下
樋
渡
、
字
白
子
沢
、

字
城
の
沢
、
字
滝
の
間
、
字
館
、
字
立
石
、
字

チ
コ
キ
、
字
茶
の
沢
、
字
塚
の
台
、
字
椿
、
字

椿
台
、
字
手
取
、
字
土
井
、
字
泊
台
、
字
長
坂
、

字
中
嶋
、
字
中
浜
、
字
苗
代
沢
、
字
ノ
ケ
ソ
リ
、

字
林
の
沢
、
字
桧
沢
、
字
平
沢
、
字
松
倉
、
字

三
沢
、
字
水
の
目
、
字
無
仙
、
字
茂
浦
、
字
物

見
、
字
諸
沢
下
脇
、
字
横
間
及
び
字
和
田
表
の

各
一
部

（三）

海
岸
汀て
い

線
よ
り
沖
合
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
海

面

面
　
　
　
積

二
、
一
七
九
ヘ
ク
タ

ー
ル
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縦
覧
」
に
改
め
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
白
神
県
立
自
然
公
園
の
区
域
内
に
、
次
の
と
お
り
特
別
地

域
及
び
集
団
施
設
地
区
を
指
定
し
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
特
別
地
域

関
係
区
域
図
は
、
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
、
山
本
郡
八
森
町
役
場
、
山
本
郡
藤

里
町
役
場
及
び
山
本
郡
峰
浜
村
役
場
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

二
　
集
団
施
設
地
区

関
係
区
域
図
は
、
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
山
本
郡
藤
里
町
役
場
に
備
え
置

い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
き
み
ま
ち
阪
県
立
自
然
公
園
の
区
域
内
に
、
次
の
と
お
り
特
別
地
域
を
指
定
し
、
平
成

十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
等
の
指
定
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

位
　
　
置

山
本
郡
八
森
町

山
本
郡
藤
里
町

山
本
郡
峰
浜
村

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代

西
部
森
林
管
理
署
一
六
四
林
班
か
ら
一
六
八
林

班
ま
で
及
び
一
七
〇
林
班
か
ら
一
七
三
林
班
ま

で
の
各
一
部

（二）

字
橋
掛
の
全
部

（三）

字
雨
降
場
、
字
上
三
十
釜
、
字
上
山
内
、
字

鍬
台
道
、
字
三
十
釜
、
字
真
瀬
沢
及
び
字
本
沢

の
各
一
部

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代

西
部
森
林
管
理
署
一
一
四
二
林
班
及
び
一
一
四

三
林
班
の
全
部
並
び
に
一
〇
〇
九
林
班
、
一
〇

一
〇
林
班
、
一
〇
一
二
林
班
、
一
〇
一
三
林
班
、

一
〇
二
〇
林
班
か
ら
一
〇
二
三
林
班
ま
で
、
一

〇
二
六
林
班
、
一
〇
二
九
林
班
、
一
〇
三
〇
林

班
、
一
〇
三
三
林
班
か
ら
一
〇
三
八
林
班
ま
で
、

一
一
三
一
林
班
か
ら
一
一
三
七
林
班
ま
で
、
一

一
四
〇
林
班
、
一
一
四
四
林
班
、
一
一
四
七
林

班
、
一
一
六
五
林
班
及
び
一
一
七
四
林
班
の
各

一
部

（二）

粕
毛
字
西
鹿
瀬
内
の
全
部

（三）

粕
毛
字
岩
合
、
字
北
鹿
瀬
内
、
字
東
鹿
瀬
内

及
び
字
南
鹿
瀬
内
並
び
に
藤
琴
字
大
落
、
字
早

飛
沢
、
字
滝
の
沢
及
び
字
藤
琴
沢
の
各
一
部

水
沢
字
水
沢
山
の
一
部

面
　
　
　
積

一
、
五
七
三
ヘ
ク
タ

ー
ル

一
、
七
九
三
ヘ
ク
タ

ー
ル

七
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

飛
沢
、
字
滝
の
沢
及
び
字
藤
琴
沢
の
各
一
部

水
沢
字
水
沢
山
の
一
部

計

山
本
郡
峰
浜
村

七
四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル

四
、
一
〇
六
ヘ
ク
タ

ー
ル

名
　
　
称

素
波
里

位
　
　
　
置

山
本
郡
藤
里
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

山
本
郡
藤
里
町
粕
毛
字
南
鹿
瀬
内
の
一
部

位
　
　
置

山
本
郡
二
ツ
井

町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代

西
部
森
林
管
理
署
一
二
〇
一
林
班
及
び
一
二
〇

二
林
班
の
全
部

（二）

大
字
加
護
山
字
加
護
山
、
大
字
小
繋
字
川
向

並
び
に
大
字
荷
上
場
字
市
立
、
字
五
輪
台
、
字

立
石
及
び
字
知
行
岩
の
全
部

（三）

大
字
小
繋
字
泉
、
字
恋
ノ
沢
、
字
天
神
道
上
、

字
中
島
及
び
字
湯
ノ
沢
並
び
に
大
字
荷
上
場
字

沢
口
、
字
下
中
島
、
字
高
岩
川
原
、
字
町
尻
及

び
字
柳
生
の
各
一
部

面
　
　
　
積

五
四
三
ヘ
ク
タ
ー
ル
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関
係
区
域
図
は
、
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
山
本
郡
二
ツ
井
町
に
備
え
置
い
て
、

縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

八
森
岩
館
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
の
指
定
（
昭
和
五
十
九
年
秋
田
県
告
示
第
六
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
生
活
環
境
部
自
然
保
護
課
」
を
「
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
」
に
、
「
縦
覧
」
を
「

、

縦
覧
」
に
改
め
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

県
立
自
然
公
園
の
区
域
中
特
別
地
域
等
の
指
定
（
昭
和
五
十
年
秋
田
県
告
示
第
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
及
び
集

団
施
設
地
区
」
を
削
る
。

第
一
号
（一）
及
び
第
二
号
（一）
中
「
秋
田
県
環
境
保
健
部
自
然
保
護
課
」
を
「
秋
田
県
生
活
環
境
文
化

部
自
然
保
護
課
」
に
改
め
る
。

第
二
号
（二）
を
削
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

秋
田
県
立
自
然
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
十

四
号
の
規
定
に
よ
り
、
森
吉
山
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
内
に
お
い
て
車
馬
若
し
く
は
動
力
船
を

使
用
し
、
又
は
航
空
機
を
着
陸
さ
せ
る
こ
と
を
規
制
す
る
区
域
を
指
定
し
、
平
成
十
六
年
十
一
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

二
林
班

全
部

（二）

大
字
加
護
山
字
加
護
山
、
大
字
小
繋
字
川
向

並
び
に
大
字
荷
上
場
字
市
立
、
字
五
輪
台
、
字

立
石
及
び
字
知
行
岩
の
全
部

（三）

大
字
小
繋
字
泉
、
字
恋
ノ
沢
、
字
天
神
道
上
、

字
中
島
及
び
字
湯
ノ
沢
並
び
に
大
字
荷
上
場
字

沢
口
、
字
下
中
島
、
字
高
岩
川
原
、
字
町
尻
及

び
字
柳
生
の
各
一
部

位
　
　
置

山
本
郡
八
森
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

字
粟
坂
台
、
字
大
嶽
平
、
字
大
間
、
字
雄
嶋
、

字
乙
の
水
、
字
面
の
沢
、
字
頭
無
、
字
上
滝
の

沢
、
字
倉
の
沢
、
字
小
母
爺
沢
、
字
蔦
の
沢
、

字
廿
日
長
根
及
び
字
母
爺
山
の
全
部

（二）

字
鶯
長
根
、
字
鹿
の
浦
、
字
上
頭
無
、
字
上

嘉
治
助
台
、
字
木
戸
の
沢
、
字
キ
ハ
タ
マ
、
字

鴻
の
台
、
字
御
所
の
台
、
字
下
樋
渡
、
字
白
子

沢
、
字
城
の
沢
、
字
滝
の
間
、
字
館
、
字
チ
コ

キ
、
字
茶
の
沢
、
字
塚
の
台
、
字
椿
、
字
椿
台
、

字
手
取
、
字
土
井
、
字
泊
台
、
字
長
坂
、
字
中

嶋
、
字
苗
代
沢
、
字
桧
沢
、
字
平
沢
、
字
松
倉
、

字
三
沢
、
字
水
の
目
、
字
無
仙
、
字
物
見
及
び

字
諸
沢
下
脇
の
各
一
部

面
　
　
　
積

九
三
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

名
　
　
称

森
吉
山

位
　
　
　
置

北
秋
田
郡
森
吉
町

北
秋
田
郡
阿
仁
町

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

（一）

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米

代
東
部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
一
〇
三

三
林
班
の
全
部
並
び
に
一
〇
三
一
林
班
、
一

〇
三
二
林
班
、
一
〇
三
四
林
班
か
ら
一
〇
三

七
林
班
ま
で
、
一
〇
四
三
林
班
、
一
〇
四
五

林
班
、
一
〇
四
九
林
班
か
ら
一
〇
五
一
林
班

ま
で
の
各
一
部

（二）

森
吉
字
前
岳
の
全
部

東
北
森
林
管
理
局
米
代
川
森
林
計
画
区
米
代
東

部
森
林
管
理
署
上
小
阿
仁
支
署
二
〇
〇
三
林
班

か
ら
二
〇
〇
七
林
班
ま
で
、
二
〇
一
〇
林
班
、

二
〇
一
三
林
班
か
ら
二
〇
一
五
林
班
ま
で
、
二

〇
一
八
林
班
及
び
二
〇
一
九
林
班
の
各
一
部
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

関
係
区
域
図
は
、
秋
田
県
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
、
北
秋
田
郡
森
吉
町
役
場
及
び
北
秋
田

郡
阿
仁
町
役
場
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路

の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

５

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

比
内
田
代
線

比
内
田
代
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〇
〜
一
三
・
〇
〇

一
一
・
五
〇
〜
二
五
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
六
三
二

〇
・
六
三
二

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
郡
比
内
町
扇
田
字
本
田
三
四
七
番
か
ら
大
館
市
二
井
田
字
上
出
向
二
五

九
番
ま
で

〃

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

県
　
　
　
道

県
　
　
　
道

路
　
　
線
　
　
名

小
安
温
泉
椿
川
線

小
安
温
泉
椿
川
線

小
安
温
泉
椿
川
線

小
安
温
泉
椿
川
線

旧
新
別

旧新旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
〇
〇
〜
一
六
・
〇
〇

九
・
五
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

四
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

四
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

二
・
一
〇
四

〇
・
〇
六
七

二
・
一
〇
四

〇
・
〇
五
四

二
・
一
〇
四

〇
・
〇
五
四

二
・
一
〇
四

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
生
内
一
五
番
二
か
ら
字
痩
長
根
七
一
番
二
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
痩
長
根
二
七
番
一
地
先
か
ら
三
〇
番
二
地
先
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
生
内
一
五
番
二
か
ら
字
痩
長
根
七
一
番
二
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
痩
長
根
二
七
番
一
地
先
か
ら
三
三
番
地
先
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
生
内
一
五
番
二
か
ら
字
痩
長
根
七
一
番
二
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
痩
長
根
二
七
番
一
地
先
か
ら
三
三
番
地
先
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
生
内
一
五
番
二
か
ら
字
痩
長
根
七
一
番
二
ま
で

ＡＢＡＢＡＢ

の
表
に
お
い
て
「
Ａ

及
び
「

は
、
関
係
図
面
に
表
示
す

敷
地
の
区
分
を
い

。
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二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
環
境
課

（二）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
平
成
十
六
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す
る
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
試
験
の
日
時
及
び
場
所

（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

（二）

場
所
　
秋
田
市
山
王
三
丁
目
一
番
一
号
　
秋
田
県
庁
第
二
庁
舎

二
　
試
験
科
目

（一）

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

（二）

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
本
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を

含
む
。
）

三
　
受
験
資
格

年
齢
、
性
別
及
び
学
歴
を
問
わ
な
い
。

四
　
受
験
申
込
み
に
必
要
な
書
類

（一）

受
験
願
書

（二）

履
歴
書
（
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
。
）

（三）

写
真
（
手
札
形
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、

撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
。
）

五
　
受
験
願
書
用
紙
の
交
付

（一）

期
間
　
平
成
十
六
年
八
月
二
十
四
日
（
火
）
か
ら
同
年
十
月
八
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

（二）

場
所
　
各
地
域
振
興
局
建
設
部

六
　
受
験
願
書
の
受
付

（一）

期
間
　
平
成
十
六
年
九
月
九
日
（
木
）
か
ら
同
年
十
月
八
日
（
金
）
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

（二）

場
所
　
各
地
域
振
興
局
建
設
部

七
　
受
験
手
数
料

（一）

額
　
七
千
六
百
円

（二）

納
付
方
法
　
受
験
願
書
の
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

八
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
六
年
十
二
月
中
旬
に
秋
田
県
公
報
に
登
載
す
る
と
と
も
に
、
県
庁
正
面
及
び
各
地
方
総

合
庁
舎
公
告
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

九
　
試
験
結
果
の
開
示

（一）

開
示
す
る
項
目
　
科
目
別
得
点
及
び
総
合
得
点

（二）

開
示
請
求
の
受
付
期
間
　
合
格
発
表
の
日
か
ら
一
か
月
以
内
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）

（三）

開
示
す
る
場
所
　
建
設
交
通
部
河
川
課
及
び
各
地
域
振
興
局
建
設
部

十
　
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

建
設
交
通
部
河
川
課
又
は
各
地
域
振
興
局
建
設
部

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

平
成
十
五
年
八
月
十
日
（
第
千
五
百
九
十
六
号
）
掲
載
の
秋
田
県
公
安
委
員
会
告
示
第
九
十
九
号

（
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会
の
実
施
）

（
原
稿
誤
り
）

七
　
　
　
下
　
　
　
十
七
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　
　
　
　
　
　
藤
　
井
　
　
　
明

６

県
　
　
　
道

小
安
温
泉
椿
川
線

小
安
温
泉
椿
川
線

旧新

四
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

四
・
〇
〇

四
・
〇
〇
〜
二
〇
・
〇
〇

二
・
一
〇
四

〇
・
〇
五
四

二
・
一
〇
四

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
生
内
一
五
番
二
か
ら
字
痩
長
根
七
一
番
二
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
痩
長
根
二
七
番
一
地
先
か
ら
三
三
番
地
先
ま
で

雄
勝
郡
皆
瀬
村
畑
等
字
生
内
一
五
番
二
か
ら
字
痩
長
根
七
一
番
二
ま
で

ＡＢ

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

正
　
　
　
　
　
　
誤

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


